
 

 

    

    

    

【【【【改正労働契約法について改正労働契約法について改正労働契約法について改正労働契約法について】】】】    

 働契約法は、労働契約にかかる基本的なルールを規定した法律です。労働契

約法の改正により平成平成平成平成２５年２５年２５年２５年４月４月４月４月１日１日１日１日以降の以降の以降の以降の期間の定めのある期間の定めのある期間の定めのある期間の定めのある労働契約労働契約労働契約労働契約（以下

「有期労働契約」という。）について、同一の使用者との間で、有期労働契約が同一の使用者との間で、有期労働契約が同一の使用者との間で、有期労働契約が同一の使用者との間で、有期労働契約が

通算で５年を超えて反覆更新された場合通算で５年を超えて反覆更新された場合通算で５年を超えて反覆更新された場合通算で５年を超えて反覆更新された場合は、「無期労働契約への転換」（労働契

約法第１８条第１項）の規定が適用され、本人が希望すれば、無期労働契約へ

転換することができることになりました。 

    

    

    

１．１．１．１．    無期労働契約への転換について無期労働契約への転換について無期労働契約への転換について無期労働契約への転換について    

    

２．通算契約期間の２．通算契約期間の２．通算契約期間の２．通算契約期間の計算について計算について計算について計算について（（（（クーリングとはクーリングとはクーリングとはクーリングとは））））    

①①①① カウントの対象となるカウントの対象となるカウントの対象となるカウントの対象となる契約期間が契約期間が契約期間が契約期間が１年１年１年１年以上の場合以上の場合以上の場合以上の場合    

・・・・契約がない期間（６か月以上）が間にあるとき契約がない期間（６か月以上）が間にあるとき契約がない期間（６か月以上）が間にあるとき契約がない期間（６か月以上）が間にあるとき    

・・・・契約が契約が契約が契約がない期間はあるがない期間はあるがない期間はあるがない期間はあるが、６か月未満のとき、６か月未満のとき、６か月未満のとき、６か月未満のとき    

②②②② カウントの対象となる契約期間が１年カウントの対象となる契約期間が１年カウントの対象となる契約期間が１年カウントの対象となる契約期間が１年未満未満未満未満のののの場合場合場合場合    

    

    

    



 

 

【１．【１．【１．【１．    無期労働契約への転換について無期労働契約への転換について無期労働契約への転換について無期労働契約への転換について】】】】    

    

下記の図において例示すると、５回目の契約更新をおこなった後の任期期間中（６

年目）に無期雇用転換権が発生し、本人の希望により無期労働契約への転換を申込む

ことが可能となります。申込みを行うと、６年目の雇用期間が満了した翌日から無期

労働契約へと転換することとなります。 

 

 ５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【２．２．２．２．通算契約期間の通算契約期間の通算契約期間の通算契約期間の計算について計算について計算について計算について（（（（クーリングとはクーリングとはクーリングとはクーリングとは））））】】】】    

    

有期労働契約と有期労働契約との間に空白期間があった場合、空白期間の直前の有

期労働契約期間の長さにより、通算契約期間の取扱いが異なります。そこで、直前の

雇用契約期間に応じて、次の①及び②に分けて説明します。 

 

①①①①    カウントの対象となるカウントの対象となるカウントの対象となるカウントの対象となる契約期間が契約期間が契約期間が契約期間が１年１年１年１年以上の場合以上の場合以上の場合以上の場合    

    

・・・・契約がない期間（６か月以上）が間にあるとき契約がない期間（６か月以上）が間にあるとき契約がない期間（６か月以上）が間にあるとき契約がない期間（６か月以上）が間にあるとき    

    

有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期聞が 6か月以上あるとき

は、その空白期間より前の有期労働契約は週算契約期間に含めません。これをクーリン

グといいます（（（（労働契約法第１８条第２項）労働契約法第１８条第２項）労働契約法第１８条第２項）労働契約法第１８条第２項）。 

    
空白期間の前は    

カウントに含めず ５年 
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更
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1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    

契約が契約が契約が契約がない期間がない期間がない期間がない期間が６６６６

月月月月以上以上以上以上ででででクーリングクーリングクーリングクーリング    

更
新 更
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更
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申
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1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    

無期労働契約無期労働契約無期労働契約無期労働契約    

無期労働無期労働無期労働無期労働契約契約契約契約    



 

 

・・・・契約が契約が契約が契約がない期間はあるがない期間はあるがない期間はあるがない期間はあるが、６か月未満のとき、６か月未満のとき、６か月未満のとき、６か月未満のとき    

    

                有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間があっても、

その長さが６か月未満の場合は、前後の有期労働契約の期間を通算します(ク

ーリングされません)。 

 

 

          ５年 

 

 

 

 

                                

    

    

    

②②②②    カウントの対象となる契約期間が１年カウントの対象となる契約期間が１年カウントの対象となる契約期間が１年カウントの対象となる契約期間が１年未満未満未満未満のののの場合場合場合場合    

    

「力ウントの対象となる有期労働契約の契約期間(２つ以上の有期労働契約があると

きは通算した期間）」の区分に応じて、「契約がない期間」がそれぞれ次の表の右欄に掲

げる期間に該当するときは、契約期間の通算がリセットされます(クーリングされます)。 

その次の有期労働契約の契約期間から、通算契約期間の力ウントが再度スタートしま

す。 

 

カウントの対象となる 

有期労働契約の契約期間 
契約がない期間 

２か月以下 １か月以上 

２か月超～４か月以下 ２か月以上 

４か月超～６か月以下 ３か月以上 

６か月超～８か月以下 ４か月以上 

８か月超～１０か月以下 ５か月以上 

１０か月超～ ６か月以上 

 

更
新 

更
新 

1111年年年年    1111年年年年    1111年年年年    
1111年年年年    1111年年年年    

1111年年年年    

更
新 

転
換 

申
込 

無期労働無期労働無期労働無期労働契約契約契約契約    

契約が契約が契約が契約がない期間がない期間がない期間がない期間が６６６６

月月月月未満未満未満未満はははは前後を通算前後を通算前後を通算前後を通算    


